
令和３年度事業報告(令和３年4月1日～令和４年3月31日)
特定非営利活動法人　南河内つくろう会
Ⅰ　事業期間
　令和３年４月１日～令和４年３月３１日
Ⅱ　事業の成果
1． 福祉サービス事業の運営
・職員の定着・スキル向上
　今年度は４人の職員（常勤職員）を採用することが出来ました。新型コロナウィルス感染拡大のため、思うような取り組みはできませんでしたが、内部研修などを用いて技術向上に努めてまいりました。
・「就労継続支援Ｂ型でも一般就労へ」
新型コロナウィルスの流行に翻弄されながらも就労の機会を逃すことなく、職場開拓を進めてまいりましたが、ご本人との希望と職場での条件がマッチングせず、就労に結び付けることが出来ませんでした。
・生活支援事業
上半期は、新型コロナウィルス感染症予防のためほとんどのイベントを中止することになりましたが、下半期に「納涼祭」と「クリスマス会」が感染対策を徹底しながら無事に執り行うことが出来ました。久しぶりの余暇活動に作業とは違うコミュニケーションが生まれ、訓練においては余暇活動の必要性を改めて感じさせられました。
・就労学習（作業学習）
　上半期はテーマや課題によってクラス編成を行い、成果を視える化できるようにしました。下半期は作業に特化した手先を使う学習や日常生活で必要なスキルの学習を行いました。週1に30分程度の学習では定着までには至らず、日常や訓練、ご家庭や関係機関（GH）などとも連携支援の必要を感じました。
　・ 就労定着支援事業
　　今年度は3名の利用者が就労定着支援を利用し、就労を継続されました。
　　この事業も新型コロナウィルスの影響を受け、思うような支援に入りませんでしたが、企業や市町村と密に連携をとることにより、問題なく支援が出来ました。
・就労継続支援Ｂ型事業
　　定員34名に対して、25名前後と安定しない1年でした。
　　利用者の募集や開所日なども新型コロナウィルスの影響を受け、安定しませんでした。また、施設内にて下期に利用者2名に感染者を出してしまい、対応に追われることとなりましたが、幸いにも府での施設対応が混乱することなく進み、毎日の消毒作業や手洗いなど感染対策を徹底していたおかげで、その後、クラスターになることもなく、落ち月を取り戻すことが出来ました。
　　また、3月16日に新規所業としてCafé「me time」をオープンする運びとなりました。新型コロナウィルスの流行のために2年越しの実現となりました。
　　「work in peace」＝「安心して働く」場所で、訓練プログラムはたくさん用意して
　　色んな経験を積んで羽ばたいてほしいと思っています。今回のCaféオープンに
至るまでは既存の作業との折り合いをつけたり、職員の配置や飲食のマナー、品質管理等、紆余曲折がありました。まだまだ未完成ではありますが、地域密着型のお店として、ともに訓練生も成長できる場になってほしいと思います。
　・定期支援（当法人独自のサービス）
・現在の利用者　11名
　定期支援についても新型コロナウィルスの影響が出ており、思うような訪問はできませんでしたが、前年度までに培ってきた連携支援が出来ているので、問題なく支援を行うことが出来ました。
しかしながら、独自支援のために財源であるNPO法人の年会費が思うように集まらず、今後の継続課題となります。
Ⅲ　事業の実施状況
１　特定非営利活動に係る事業
(２)就労定着支援事業　(定員：10名) 
【内 　容】 就労移行支援、就労継続支援などの利用を経て一般就労された方に対して、6カ月後より3年間就労定着支援を利用していただく事が出来るサービスです。専任支援者が配置され、企業や家庭と必要な連絡調整や指導・助言等の支援を実施します。
【利用状況】
・令和４年3月末時点の在籍者数／３名
【職員の配置状況】
・管理者/サービス管理責任者　1名(常勤)　 ※就労継続支援Ｂ型事業との兼務
・就労定着支援員　１名(常勤) ※就労継続支援Ｂ型事業との兼務
(３)就労継続支援Ｂ型事業　(定員：34名)
【内　　容】利用者の方に、生産活動を通して就労に必要な知識及び能力の向上と社会生活を送るためのマナーを身につけます。また、必要な相談・支援を行います。
【実施場所】当法人の事業所、関係企業先など
【開所日数及び利用状況】
・開所日数　258日
・延通所者数　5994人/年
・平均通所者数　23.1人/日
・工賃総支給額　10,816,450円／年　
(最高57,100円／月・最低14,700円／月)
※利用日数や作業時間により変動する、皆勤手当3,000円含む。
・健康診断受診　
開所日数
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	

	2２
	２０
	２２
	２２
	２２
	２２
	２１
	２３
	２２
	２０
	１９
	２３
	258


延べ利用人数
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	

	471
	459
	524
	532
	496
	539
	528
	540
	539
	409
	449
	508
	5994


平均利用人数
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	

	21.4
	22.9
	23.8
	24.1
	22.5
	24.5
	25.1
	23.4
	24.5
	20.4
	23.6
	22.0
	23.1


【職員の配置状況】
・管理者/サービス管理責任者　1名(常勤)　※就労定着支援事業との兼務
・職業指導員　６名(常勤・非常勤)
・生活支援員　６名(常勤・非常勤)
(４)相談・生活支援事業　(いきいきわくわく塾・その他)
【内　　容】障がい者ご本人やご家族から、電話・来所による生活上の悩み等の相談に応じ、助言や必要な情報提供を行います。
　　　　　　「いきいきわくわく塾」を通して助け合いの精神と人生を豊かなものにするべく利用者同士の交流・余暇の充実を図ります。
・いきいきわくわく塾　→新型コロナウィルスの影響で納涼祭とクリスマス会のみ
　　　　　　　　　　　　行った。
　
(５)　会議・研修など　
　・全体会議の開催
　　毎月末の金曜日１５：００～１７：００開催
　・就労継続支援Ｂ型は1回／6ヶ月　支援計画の見直し
　・職員研修、フォーラム、見学など
　　就ポツ　ネットワーク会議　（毎月）
　　福祉施設のための苦情対応
　　人権研修
　　
 (６)　生産活動について　　
　①エル・チャレンジ
　・大阪府立狭山池博物館(通年型清掃委託)
　・大阪府立石川河川公園(短期型清掃委託)
②通年型食品小分け委託／物流センター内トイレ清掃
　③軽作業(事業所内作業)
　④Café me time
④臨時清掃
・緑ヶ丘住宅跡地除草作業(年2回)
(７)　助成金・寄付金・寄贈品など　　
①助成金
・新型コロナウィルス感染症対応従事者慰労金
・新型コロナウィルス感染症緊急包括支援事業補助金
・富田林市市民公益活動団体における新型コロナウィルス感染症対策補助金
②寄付金
・個人
・法人
③寄贈品
・電子レンジ（個人）
・掃除機（個人）
・高圧洗浄機（個人）
・お菓子（個人）
・景品（職員）
・消毒液など（個人、職員）
Ⅳ社員総会の開催状況
　１日時　　令和３年5月２９日　
　２場所　　太陽ビル２階２０５
　３総社員数　１０名　
　４議案
　　第１号議案　2020年度事業報告
　　第２号議案　2020年度決算報告
　　第３号議案　2021年度事業計画
　　第４号議案　2021年度予算
Ⅴ　理事会その他の役員会の開催状況
１日時　　毎月末の金曜日
　　　　　
　２場所　　太陽ビル２階２０５
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富田林市長　　殿
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主たる事務所の所在地　富田林市若松町二丁目三番二号太陽ビル二階二〇五


名　　　　　　　　称　特定非営利活動法人　南河内つくろう会　　　　　


代表者の氏名　　　�EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(かき),柿)��EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(まる),丸)�　ひろ�EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(こ),子)�　　　　　　　　　　 　　 　　 


主たる事務所の電話番号　 ０７２１（２０）５５８８　　　　　 　　　　　





事業報告書等の提出について





特定非営利活動促進法第２９条の規定に基づき、下記の書類を、２部　提出します。





記


１　事業報告書


２　財産目録


３　貸借対照表


４　活動計算書


５　年間役員名簿（役員であった者の氏名及び住所･居所及び報酬の受取の有無を記載した名簿）


６　社員のうち１０人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所･居所を記載した書面











  　(備  考)


① 郵便番号及び事務所の電話番号は､必ず記入してください｡


② 主たる事務所の所在地については､登記された主たる事務所の所在地と一致させてください｡


③ 代表者の氏名については､ふりがなを付してください｡


④ 法人の代表者印を押印してください。












































